
• 賃上げと設備投資等を含む生産性向上に資す

る計画の作成が必要

• 中小企業が利用可能

• 助成額は、賃金の引上げ額、引上げ労働者数

等によって決定

• 交付決定を受けた後に設備投資等を行う

賃上げ＋設備投資活用のポイント

の支援策

厚生労働省は事業主の皆さまの賃上げを支援しています

賃金引上げ
事業主の皆さまへ

賃上げコース区分 助成上限額

30円コース 30～130万円

45円コース 45～180万円

60円コース 60～300万円

90円コース 90～600万円

業務改善助成金

事業場内最低賃金を引き上げ、設備投資等を行った中小企業等に、その費用の一部を助成します。
中小企業で働く労働者の賃金引上げのための生産性向上の取組が支援対象です。

• 賃金規定等の増額改定に関するキャリアアッ

プ計画の作成が必要

• 中小企業、大企業どちらも利用可能

• 原則、事業所内全ての非正規雇用労働者の賃

金規定等を改定する必要あり

• 改定にあたり職務評価を活用した場合、昇給

制度を新たに規定した場合は助成額を加算

非正規雇用労働者の賃上げ活用のポイント

キャリアアップ助成金 （賃金規定等改定コース）

非正規雇用労働者の基本給の賃金規定等を３％以上増額改定し、その規定を適用させた場合に助成します。
パートタイム労働者など非正規雇用労働者の賃金引き上げが対象です。

中小企業が賃金規定等を５％増額改定し、10人の有期雇用労働者の賃金引上げを実施した場

合、65万円が支給されます。
活用例

非正規雇用労働者の
賃上げ率の区分

助成額
（１人当たり）

３％以上4％未満の場合 ４万円(2.6万円)

4％以上5％未満の場合 5万円(3.3万円)

5％以上6％未満の場合 6.5万円(4.3万円)

6％以上の場合 7万円(4.6万円)

• 労働時間削減等の取組計画の作成が必要

• 中小企業や中小企業が属する団体が利用可能

• 助成額は、成果目標の達成、賃金の引き上げ

額、賃金を引き上げた労働者数等により決定

• 交付決定を受けた後に設備投資等を行う

労働時間削減等の取組

（賃上げ）＋設備投資等
活用のポイント

コース区分
助成上限額

基本
部分

賃上げ
加算

業種別課題対応コース（※１）
25～
550万円

６～
360万円
（※２）

労働時間短縮・年休促進支援コース
25～
200万円

勤務間インターバル導入コース
50～
120万円

働き方改革推進支援助成金

労働時間の削減や年次有給休暇の取得促進等に取り組む中小企業事業主に、外部専門家のコン
サルティング、労働能率の増進に資する設備・機器の導入等を実施し、成果を上げた場合に助成します。

建設業の事業場が設備投資等を実施して、36協定で設定する時間外・休日労働時間数の上限を

引き下げた場合等に、設備投資等にかかった費用に対し最大25～550万円が助成されます。
活用例

（※１）建設業の場合
(※２)労働者数30人以下の場合は倍額を加算
（※３）別途団体向けのコースあり（助成上限額1 ,000万円）

(※)括弧内の金額は、大企業の場合の助成額。１年度１事業所あたりの支給申請上限人数は100人。

• 対象事業所を、事業場内最低賃金額が「改定後の地域別最低賃金額未満まで」に拡充

• 最低賃金改定日の前日までに賃金引き上げを実施していれば、賃金引上げ計画の提出は不要

令和７年９月から制度を拡充！NEWS
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有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を３％以上増額改定しその規定を適用させた場合助成します。

賃金規定等改定コース

※一部の有期雇用労働者等の賃金を増額する場合には、その区分が雇用形態別または職種別、その他
合理的な理由に基づき区分されている場合に限り、本助成コースの対象労働者と認められます。

■ 支給額 ３％以上４％未
満

４％以上５％未
満

５％以上６％未
満

６ ％ 以 上

中 小 企 業 ４万円 ５万円 ６万5 , 0 0 0  円 ７万円

大 企 業 ２万６ , 0 0 0  円 ３万3 , 0 0 0  円 ４万3 , 0 0 0  円 ４万6 , 0 0 0  円

※１人当たりの助成額

就業規則
例：第○条（賃金）

契約社員およびパートタイマーの賃金を○○のとおり定める・・・

賃金規定

例：第○条（賃金）

賃金は、基本給、時間外手当、通勤手当とする。

第○条（基本給）

基本給は、時給によって定める。なお、その金額は本人の能力および経験等

に応じ、○級：○○円、○級：○○円とする

賃金一覧表

例：【等級別】1級：○○○円、2級：○○○円、3級：○○○円

※「等級（○級）」の他、「見習い」、「一般」、「中堅」等の名称の区分でも
可。

賃金規定等とは？

＜賃金一覧表（時給換算の場合）＞

等級 改定前時給 改定後時給

1 1,110円 1,150円

2 1,130円 1,170円

・・
・

・・・ ・・・

９ 1,270円 1,310円

10 1,290円 1,330円

３％以上UP！

有期雇用労働者等

有期雇用労働者 期間の定めのある労働契約を締結する労働者をいいます。

無期雇用労働者

期間の定めのない労働契約を締結する労働者のうち、通常の労働者
（正規雇用労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員および短時間
正社員）以外の者（通常の労働者に適用される労働条件が適用されて
いないことが確認できる者）をいいます。



＜事業主＞ ＜労働局＞

｢キャリアアップ助成金｣の活用に当たっては

各コースの実施日の前日までに

「キャリアアップ計画」の提出が必要です。

キャリアアップ計画

の作成支援・認定

就業規則等の

改定方法の相談等

支給審査

支給決定

■キャリアアップ助成金の申請までの流れ

キャリアアップ計画の作成・提出

支給申請
（取組後６か月の賃金を支払った日の翌日から起算して２か月以内）

正社員化支援
に関するコース

処遇改善支援
に関するコース

就業規則等の改定

（正社員への転換規定がない場
合）

就業規則等に基づく
正社員化

正社員化後６か月分の
賃金の支払い

（正社員化前6か月と比較して
３％以上賃金の増額が必要）

取組の実施
（就業規則の改定等）

取組後６か月分の
賃金の支払い



■「職務評価」の活用により実施

１事業所当たり  20万円（15万円）

賃金規定等改定コース

２  事 業 の 概 要 ・ ス キ ー ム

１  事 業 の 目 的

キャリアアップ助成金のご案内

有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者（以下「有期雇用労働者等」）といったいわゆる非正規雇用労働者の企業内のキャリ
アアップを促進するため、正社員転換、処遇改善の取組を実施した事業主に対して包括的に助成

支給額（１人当たり） 加算措置等／加算額

➀有期 → 正規： 90万円 (67.5万円)

➁有期 → 無期： 45万円 ( 33万円)

➂無期 → 正規： 45万円 (   33万円)

※( )は、大企業の場合の額。

※加算措置要件を満たした場合は、支給額＋加算額を助成。

※障害者正社員化コースについては、重度障害者の場合は、➀120万

円(90万円)➁➂60万円（45万円）となる。

※上限人数は、１年度当たりの上限。記載がないコースは上限はない。

１事業所当たり  60万円 (45万円）

 １事業所当たり  40万円 (30万円)

賃金規定等改定コース

有期雇用労働者等の基本給を定める賃金規定を３％
以上増額改定し、その規定を適用

コース名／コース内容

障害者正社員化コース

障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に

転換

賃金規定等共通化コース

有期雇用労働者等と正規雇用労働者との共通の賃金
規定等を新たに規定・適用

賞与・退職金制度導入コース

有期雇用労働者等を対象に賞与又は退職金制度を導
入し、支給又は積立てを実施

 ■両方を同時に導入した場合

  １事業所当たり 16.8万円（12.6万円）

正社員化コース

■勤務地限定・職務限定・短時間正社員制度を新たに規定し転換

１事業所当たり  40万円（30万円）

➀３％以上４％未満：   4万円 (2.6万円）

➁４％以上５％未満：   5万円 (3.3万円）

③５％以上６％未満：6.5万円 (4.3万円）

④６％以上 ： 7万円 (4.6万円）

正社員化コース

有期雇用労働者等を正社員転換（※）

※ 多様な正社員（勤務地限定・職務限定・短時間正社
 員）を含む

➢ 正社員転換後6か月間の賃金が正社員転換前6か月間
の賃金と比較して３％以上増額していることが必要

➢ 新規学卒者で雇入れから一定期間経過していない者については支給対象外
➢ 有期雇用期間が通算５年超の者は無期雇用労働者とみなして適用

■通常の正社員転換制度を新たに規定し転換

１事業所当たり  20万円（15万円）

上限人数：20人

上限人数：100人

１事業所当たり１回のみ

a:雇入れから3年以上の有期雇用労働者
ｂ:雇入れから3年未満で、次の①②いずれにも該当する有期雇用労働者

①過去５年間に正規雇用労働者であった期間が１年以下
②過去１年間に正規雇用労働者として雇用されていない

ｃ:派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定訓練修了者

有期 → 正規：

無期 → 正規： 

40万円（30万円）

20万円（15万円）

【重点支援対象者※】 【左記以外】

80万円（60万円）

40万円（30万円）

※

１事業所当たり１回のみ

■昇給制度を新たに設けた場合

１事業所当たり  20万円（15万円）

賞与・退職金制度導入コース

⑤

短時間労働者労働時間延長支援コース
短時間労働者を新たに社会保険に適用となる際に、労

働時間の延長等により労働者の収入を増加（令和７年７

月開始）

社会保険適用時処遇改善コース

小規模企業50万円、中小企業40万円、大企業30万円
※以下の週所定労働時間の延長、賃金の増額の要件等を満たした場合に支給
５時間以上、４時間以上５時間未満かつ5％以上、３時間以上４時間未満か
つ１０％以上、２時間以上３時間未満かつ１５％以上

令和８年３月３１日までのコース
（詳しくは助成金センターへお問い合わせください。）

年収の壁・支援
強化パッケージ

キャリアアップ助成金

パンフレット

（障害者正社員化コース以外）

障害者正社員化コース

パンフレット

短時間労働者労働時間

延長支援コース

パンフレット
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